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○山陽小野田市議会基本条例 

平成２４年３月３０日 

条例第２３号 

改正 平成２５年２月２２日条例第２号 

平成２９年９月２０日条例第１８号 

令和３年３月３０日条例第１８号 
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第６章 説明責任を果たす議会（第２４条―第２６条） 
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第１０章 補則（第３６条） 

附則 

前文 

地方分権の推進により、地方のことは地方で決定し、自らの責任で行政運営

ができる時代となり議会の果たすべき役割も大きくなってきました。 

そのような時代にあって、市民による厳粛な信託によって選ばれた市長と議

会が、それぞれの特性を生かして、牽制や協調を重ねていくという二元代表制

の下、市民福祉の増進と市勢の発展を目指すために、共に考え、汗を流す必要

があります。 

議会は、市の唯一の議事機関として、行政運営に対して評価・監視機能を十

分に発揮するとともに政策立案機能を強化しなければなりません。さらに今後

は、まちづくりの主体である市民の多様な意見を的確に市政に反映させるため、



2/9 

透明性のある議会、開かれた議会を実現し、市民から信頼される議会になるこ

とが求められています。 

また、議員は市民の代表者であることを自覚し、崇高な政治倫理の下、お互

いに研さんに努め市民の負託に応えなければなりません。 

これらのことを実現するために、山陽小野田市議会は、議会、議員の活動原

則並びに議会と市民及び市長等との関係など基本的な事項を定めた議会の最も

尊重すべき規範である山陽小野田市議会基本条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会の基本的事項を定め、議会及び議員の役割を明確に

し、その責任を果たすことにより真の地方自治を実現し、市民の幸せと豊か

なまちづくりに寄与することを目的とします。 

第２章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第２条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動します。 

(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。 

(2) 市民の多様な意見を把握し、市政に反映できるよう、市民参加の機会の

拡充に努めること。 

(3) 把握した市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努め

ること。 

(4) 市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価

することにより信頼される議会を目指すこと。 

(5) 議会運営は、市民の関心が高まるよう、分かりやすい視点、方法等で行

うこと。 

（議員の活動原則） 

第３条 議員は、市民の代表者であることを自覚し、次に掲げる原則に基づき

活動します。 

(1) 議会が言論の府であること及び二元代表制の一翼を担う合議制機関で

あることを十分認識し、積極的な議論をすること。 
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(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己

の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動

をすること。 

(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体

の福祉の向上を目指して活動すること。 

（会派） 

第４条 議員は、会派を結成することができます。 

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で結成するものであ

って、政策立案及び政策提言に資するための調査研究に努めなければなりま

せん。 

（会議の公開） 

第５条 議会は、本会議のほか委員会等を原則公開とします。 

（自由討議の保障） 

第６条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議

を中心に運営します。 

２ 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長からの提出議

案並びに直接請求による議案、請願及び陳情に関して審議し、結論を出す場

合、議員相互間の論議を尽くして合意形成に努めます。 

（議決事件の追加） 

第７条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法第９６条第２

項の規定に基づき議会の議決事件を積極的に追加します。 

２ 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、別に条例で定めま

す。 

（議案及び関連資料の公開） 

第８条 議会は、市民に対し情報を公開することを積極的に進めるため、本会

議のほか委員会等で用いた議案及びその関連資料は、積極的に公開します。 

（政策討論会の開催） 

第９条 議会は、市政に関する重要な政策又は課題に対して、共通認識及び合

意形成を図り、もって政策立案及び政策提言を推進するため、政策討論会を
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開催します。 

２ 政策討論会に関することは、別に定めます。 

（行政運営の検証） 

第１０条 議会は、決算審査に当たって、市長その他執行機関（以下「市長等」

といいます。）が執行した事業等の評価（以下「議会の評価」といいます。）

を行います。 

２ 議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価を市長に明確に示します。 

３ 市長は、議会の評価を予算に十分反映させるよう努めなければなりません。 

第３章 本会議における基本原則 

（一般質問） 

第１１条 議員は、一般質問を行う権利を有します。 

２ 一般質問は、行財政全般にわたって、市長等に疑義をただし、所信の表明

を求めるのみならず、政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確

にさせることを目的とするものにしなければなりません。 

３ 一般質問における論点と回答は、これを公開します。 

（反問権） 

第１２条 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員から質問を受けたとき

は、その論点を明らかにするため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得

て、当該議員に対し反問することができるものとします。 

（質疑） 

第１３条 議案等に対する質疑は、疑義を解明するために行い、その内容につ

いてはあくまで総括大綱的なものにとどめます。 

第１４条 委員長報告に対する質疑は、委員長に対し疑義をただすために行い

ます。 

２ 修正案が提出された場合は、執行上の問題について、市長等に対し質疑を

することができます。 

３ 委員長が市長等の答弁を誤って述べた場合は、市長等からの訂正を求める

発言を認めるものとします。 

（委員長報告） 
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第１５条 委員長報告は、委員外の議員が意思決定するときの判断材料として

必要な情報を提供するため、そして審査状況を市民に知らせるために審査の

概要と結果及びその論点を明らかにし、詳細に要領よく行います。 

２ 委員長報告概要は、議場に配布します。 

（賛否の公開） 

第１６条 議案等における賛否は、これを原則公開します。 

第４章 委員会における基本原則 

（委員会の運営） 

第１７条 委員会は、議案等の審査のみならず、様々な市政の課題に迅速かつ

的確に対応するため、その所管に関する事務の調査を機動的に実施するとと

もに、委員会の専門性と特性を生かし、その機能を十分発揮するよう運営し

ます。 

（審議における論点情報の形成） 

第１８条 委員会は、提案される重要な政策、施策、計画等（以下「政策等」

といいます。）について、議会審議における論点に係る情報を形成し、議論

の水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、提案者に対し、次の各

号に掲げる事項について明らかにするよう求めます。 

(1) 政策等の提案に至った経緯、理由及び期待される効果 

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討 

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容 

(4) 総合計画との整合性 

(5) 関係法令及び条例等 

(6) 財源措置及び将来にわたるコスト計算 

第５章 市民と共に行動する議会 

（市民懇談会の実施） 

第１９条 議会は、市民と議員が自由に意見や情報を交換するために市民懇談

会を実施します。 

２ 市民懇談会に関することは、別に定めます。 

（請願者及び陳情者の意見陳述） 
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第２０条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに、

その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければなりま

せん。 

（公聴会及び参考人制度の活用） 

第２１条 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会における参考

人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的な識見等を議会

の討議に反映させます。 

（附属機関の設置） 

第２２条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別

に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができます。 

（議会広聴の充実） 

第２３条 議会は、多様な広聴手段を活用することにより、市民の意見を把握

し、市政に反映させるため、議会広聴活動に努めます。 

第６章 説明責任を果たす議会 

（議会報告会の実施） 

第２４条 議会は、市民に対する説明責任を果たすため、議会で行われた審議

内容等を説明する議会報告会を年２回以上行います。 

２ 議会報告会に関することは、別に定めます。 

（情報の公開） 

第２５条 議会及び議員は、市民への情報提供等を図るため次の各号に掲げる

事項について公開します。 

(1) 本会議会議録 

(2) 委員会記録 

(3) 全員協議会記録 

(4) 委員会報告書 

(5) 視察報告書 

(6) 議長交際費 

(7) 政務活動費 

(8) 議会スケジュール 
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(9) その他議長が必要と認めたもの 

（議会広報の充実） 

第２６条 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、分か

りやすく情報を提供します。 

２ 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、

多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めます。 

第７章 議員の政治倫理及び身分、待遇等 

（政治倫理） 

第２７条 議員は、市民の代表者として、その倫理性を常に自覚し、品位を保

持し、識見を養うよう努めなければなりません。 

２ 議員の政治倫理の規範については、条例で別に定めます。 

（議員定数） 

第２８条 委員会又は議員が議員定数の条例改正を提案する場合は、行財政改

革の視点だけでなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を考慮の上、専

門的知見並びに参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、明確な改正理由

を付すものとします。 

２ 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題を考慮し検討す

るものとします。 

（議員報酬） 

第２９条 委員会又は議員が議員報酬の条例改正を提案する場合は、専門的知

見並びに参考人制度及び公聴会制度などを十分に活用し、明確な改正理由を

付すものとします。 

（政務活動費） 

第３０条 委員会又は議員が政務活動費の条例改正を提案する場合は、専門的

知見並びに参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、明確な改正理由を付

すものとします。 

２ 会派の代表者及び会派に属さない議員は、山陽小野田市議会政務活動費の

交付に関する条例（平成１７年山陽小野田市条例第１３号）第２条の規定に

より調査研究その他の活動に資するために政務活動費の交付を受けたときは、
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会計帳簿、領収書等を整理し、その使途の透明性を確保します。 

第８章 体制整備 

（危機対応） 

第３１条 議会は、災害等緊急事態が発生し、又は発生するおそれが高いとき

は、危機対応組織を設置して、その影響を最小限にとどめるとともに、被害

の迅速な回復を図るよう努めます。 

（議会事務局） 

第３２条 議長は、議会の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務

局の調査及び法務機能の充実強化を図らなければなりません。 

（議会図書室） 

第３３条 議長は、議会の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正

に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努め、市民もこれ

を利用できます。 

第９章 他の条例等との関係及び見直し手続 

（他の条例等との関係） 

第３４条 この条例は、市議会の基本となる事項を定める条例であり、市議会

に関する他の条例等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分

に尊重しなければなりません。 

（条例の見直し等） 

第３５条 議会は、一般選挙を経た任期開始の日から起算して２年経過したと

きは、速やかに議会運営委員会において、この条例の目的が達せられている

かどうかについて検証します。 

２ 前項の検証の結果、必要と認める場合は、この条例の改正を含め適切な措

置を速やかに講じます。 

３ 議会は、一般選挙を経た任期開始の日後速やかに、及びその日から２年を

経過する日前にそれぞれ、この条例に関する研修を行います。 

第１０章 補則 

（委任） 

第３６条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。 
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附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２２日条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）

附則第１条ただし書の政令で定める日から施行する。 

附 則（平成２９年９月２０日条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３０日条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


